
 熱海市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月１６日 

熱海市長 齊 藤  栄   

熱海市条例第１１号 

熱海市介護保険条例の一部を改正する条例 

熱海市介護保険条例（平成１２年熱海市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

目次中 
「第２章 熱海市介護認定審査会（第４条・第５条）

 」
を
「第２章 熱海市介護認定審

第２章の２ 指定地域密着

査会（第４条・第５条） 

」
に改める。 

型サービス事業者等（第５条の２―第５条の１０）

第２章の次に次の１章を加える。 

第２章の２ 指定地域密着型サービス事業者等 

（指定地域密着型サービス事業者の指定） 

第５条の２ 法第７８条の２第１項の条例で定める数は、２９人以下とする。 

２ 法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生

省令第３６号。以下「省令」という。）第１３１条の１０の２に規定する基準に該当する者

とする。 

（指定地域密着型サービスの事業の基準） 

第５条の３ 法第７８条の４第１項の条例で定める基準及び員数並びに同条第２項に規定する

条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第３４号）に規定する基準とする。 

（指定居宅介護支援事業者の指定） 

第５条の４ 法第７９条第２項第１号の条例で定める者は、省令第１３２条の３の２に規定す

る基準に該当する者とする。 

（指定居宅介護支援等の事業の基準） 

第５条の５ 法第４７条第１項第１号に規定する条例で定めるもの並びに法第８１条第１項の

条例で定める員数及び同条第２項に規定する条例で定める基準は、指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号）に規定する基準とする。 

（指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定） 

第５条の６ 法第１１５条の１２第２項第１号の条例で定める者は、省令第１４０条の２７の



２に規定する基準に該当する者とする。 

（指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準） 

第５条の７ 法第１１５条の１４第１項の条例で定める基準及び員数並びに同条第２項に規定

する条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準（平成１８年厚生労働省令第３６号）に規定する基準とする。 

（指定介護予防支援事業者の指定） 

第５条の８ 法第１１５条の２２第２項第１号の条例で定める者は、省令第１４０条の３４の

２に規定する基準に該当する者とする。 

（指定介護予防支援等の事業の基準） 

第５条の９ 法第５９条第１項第１号に規定する条例で定めるもの並びに法第１１５条の２４

第１項の条例で定める基準及び員数並びに同条第２項に規定する条例で定める基準は、指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号）に規定する基準とする。 

（地域包括支援センターの事業の基準） 

第５条の１０ 法第１１５条の４６第５項の条例で定める基準は、省令第１４０条の６６に規

定する基準とする。 

第７条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度

まで」に改め、同項第１号中「２万８，８００円」を「３万２，４００円」に改め、同項第２

号及び第３号中「４万３，２００円」を「４万８，６００円」に改め、同項第４号中「５万     

１，８００円」を「５万８，３００円」に改め、同項第５号中「５万７，６００円」を「６万

４，８００円」に改め、同項第６号中「６万９，１００円」を「７万７，７００円」に改め、

同号ア中「以下」を「租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しく

は第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第

３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第３８

条第４項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項及び第１０条第１項にお

いて」に改め、同項第７号中「７万４，８００円」を「８万４，２００円」に改め、同号ア中

「１９０万円」を「２００万円」に改め、同項第８号中「８万６，４００円」を「９万     

７，２００円」に改め、同号ア中「２９０万円」を「３００万円」に改め、同項第９号中「９

万７，９００円」を「１１万１００円」に改め、同項第１０号中「１０万３，６００円」を「 



１１万６，６００円」に改め、同項第１１号中「１０万９，４００円」を「１２万３，１００

円」に改め、同項第１２号中「１１万５，２００円」を「１２万９，６００円」に改め、同条

第２項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、

「２万５，９００円」を「２万９，１００円」に改める。 

第１０条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規

定する」を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （熱海市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

 (1) 熱海市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例（平成２５年

熱海市条例第５号） 

 (2) 熱海市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２５年熱海市条例第６号） 

 (3) 熱海市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例（平成２５年熱海市条例第７号） 

 (4) 熱海市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２６年熱海市条例第

３３号） 

 (5) 熱海市地域包括支援センターによる包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

（平成２６年熱海市条例第３４号） 

 （経過措置） 

３ 改正後の第７条の規定は、平成３０年度以後の年度分の保険料について適用し、平成２９

年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。 


